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一
、
は
じ
め
に

　

私
の
研
究
課
題
は
初
期
日
興
門
流
教
学
の
研
究
で
あ
る
。

　

日
蓮
聖
人
（
一
二
二
二
―
一
二
八
二
）
滅
後
、
六
老
僧
等
を

中
心
と
し
て
各
門
流
が
成
立
し
布
教
活
動
を
展
開
し
て
い
く
が
、

そ
の
門
流
の
一
つ
に
白
蓮
阿
闍
梨
日
興
（
一
二
四
六
―
一
三
三

三
）
を
派
祖
と
す
る
日
興
門
流
が
存
在
す
る
。
日
興
の
薫
陶
を

受
け
初
期
の
日
興
門
流
を
支
え
た
学
僧
に
は
い
わ
ゆ
る
本
六
人・

新
六
人
等
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
日
目
は
奥
州
、
日
仙
は
四

国
に
教
線
を
広
げ
、
日
郷
は
安
房
国
、
そ
の
弟
子
日
睿
は
九
州

日
向
国
を
布
教
し
、
日
尊
は
東
は
奥
州
、
西
は
石
見
国
に
至
る

地
域
を
教
化
し
、
各
地
に
寺
基
を
築
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
日
興
門
流
が
展
開
し
て
い
く
中
で
、
初
期
の
教

学
的
特
質
の
一
つ
に
は
日
興
滅
後
に
お
け
る
門
弟
間
の
対
立
が

あ
る
。
門
弟
間
の
対
立
に
は
寺
院
の
跡
目
争
い
と
い
っ
た
世
俗

的
な
も
の
か
ら
、
教
学
的
な
解
釈
を
め
ぐ
る
対
立
と
い
っ
た
も

の
が
存
在
す
る
。
そ
の
中
で
、
日
興
滅
後
に
お
い
て
起
き
た
教

学
的
な
対
立
と
し
て
は
、
日
妙
と
日
代
に
よ
る
陀
羅
尼
と
普
賢

呪
の
読
誦
を
め
ぐ
る
対
立
が
あ
り（
１
）、
日
代
は
そ
の
後
日
仙
と
も

方
便
品
の
読
不
読
を
め
ぐ
っ
て
問
答
を
行
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら

れ
て
い
る（
２
）。

ま
た
、
日
尊
は
釈
尊
の
一
体
仏
及
び
十
大
弟
子
の

像
を
安
置
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
弟
子
で

あ
る
日
尹
は
疑
問
を
感
じ
、
日
代
と
の
間
に
釈
迦
造
像
を
め
ぐ
っ

て
書
簡
の
往
来
を
行
っ
て
い
る（
３
）。

　

こ
れ
ら
の
問
題
の
う
ち
釈
尊
を
造
像
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
は
本
尊
論
の
問
題
で
も
あ
っ
て
、
同
じ
釈
尊
の
造
像
で
あ
っ

て
も
一
体
仏
の
造
像
で
あ
る
の
か
、
脇
士
を
と
も
に
造
像
す
る

の
か
、
ま
た
脇
士
と
し
て
副
え
ら
れ
る
の
は
何
で
あ
る
の
か
、

そ
も
そ
も
聖
人
の
曼
荼
羅
本
尊
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
、

と
い
う
具
合
に
様
々
な
形
態
が
存
在
し
上
代
か
ら
後
代
に
至
る

初
期
日
興
門
流
教
学
の
一
研
究

―
釈
迦
造
像
を
め
ぐ
っ
て

―
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ま
で
種
種
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
初
期
日
興
門
流
に
お
け
る
釈
迦
造
像
に

視
点
を
置
き
、
釈
迦
造
像
に
つ
い
て
、
聖
人
在
世
中
の
事
例
を

確
認
し
、
日
興
及
び
門
弟
諸
師
の
文
献
か
ら
当
時
の
釈
迦
造
像

に
関
す
る
説
示
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
で
、
日
興
を
は
じ

め
と
し
た
諸
師
が
聖
人
の
事
例
を
踏
ま
え
、
教
学
を
ど
の
よ
う

に
継
承
し
て
い
っ
た
の
か
を
確
認
し
、
初
期
日
興
門
流
の
教
学

を
紐
解
い
て
い
く
た
め
の
土
台
と
し
た
い
。

二
、
聖
人
遺
文
に
み
ら
れ
る
本
尊
の
各
様
相

　

釈
迦
造
像
を
め
ぐ
る
議
論
の
淵
源
は
聖
人
の
本
尊
観
と
随
身

仏
の
存
在
で
あ
る
。
聖
人
は
、
本
尊
の
様
相
に
つ
い
て
様
々
に

教
示
し
て
お
り
、
聖
人
が
本
尊
の
様
相
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

る
説
示
を
時
期
に
よ
っ
て
み
る
と
、
首
題
本
尊・
釈
迦
一
尊
は

佐
渡
流
罪
以
前
で
あ
り
、
曼
荼
羅
本
尊・

一
尊
四
士・
一
塔
両

尊
四
士
は
佐
渡
流
罪
以
後
に
分
類
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る（
４
）。

実

際
に
佐
渡
流
罪
以
後
の
聖
人
の
本
尊
に
つ
い
て
の
説
示
を
少
し

く
確
認
す
る
と
、
文
永
一
一
年
（
一
二
七
四
）
一
二
月
日
の
聖

人
曼
荼
羅
本
尊
（
保
田
妙
本
寺
所
蔵
）
の
賛
文
に
は

大
覚
世
尊
御
入
滅
後　

経
歴
二
千
二
百　

二
十
余
年　

雖

尓
月
漢　

日
三
ケ
国
之　

間
未
有
此　

大
本
尊　

或
知
不

弘
之　

或
不
知
之　

我
慈
父　

以
仏
智　

隠
留
之　

為
末

代
残
之　

後
五
百
歳
之
時　

上
行
菩
薩
出
現
於
世　

始
弘

宣
之（
５
）

　

と
あ
っ
て
、
曼
荼
羅
を
本
尊
と
す
る
旨
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
一
方
で
『
報
恩
抄
』
に
は
、

問ﾝ テ

云ﾝ ク

天
台
伝
教
の
弘
通
し
給ﾝ ハ

ざ
る
正
法
あ
り
や
。
答ﾝ テ

云ﾝ ク

有ﾝ リ

。

求ﾝ テ

云ﾝ ク

何
物ﾝ ソ
ヤ

乎
。
答ﾝ テ

云ﾝ ク

三
あ
り
。
末
法
の
た
め
に
仏
留ﾝ メ

置ﾝ キ

給ﾝ フ

。
迦
葉・

阿
難
等
、
馬
鳴・

龍
樹
等
、
天
台・

伝
教
等

の
弘
通
せ
さ
せ
給
は
ざ
る
正
法
な
り
。
求ﾝ テ

云ﾝ ク

其
形
貌
如
何
。

答ﾝ テ

云ﾝ ク

一ﾝ ニ

は
日
本
乃
至
一
閻
浮
提
一
同
に
本
門
の
教
主
釈
尊

を
本
尊
と
す
べ
し
。
所
謂
宝
塔
の
内
の
釈
迦
多
宝
外
の
諸

仏
並
に
上
行
等
の
四
菩
薩
脇
士
と
な
る
べ
し
。
二
に
は
本

門
の
戒
壇
。
三
に
は
日
本
乃
至
漢
土
月
氏
一
閻
浮
提
に
人

ご
と
に
有
智
無
智
を
き
ら
は
ず
、
一
同
に
他
事
を
す
て
て

南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱ﾝ フ

べ
し（
６
）。

　

と
、
三
大
秘
法
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
に
て
、「
本

門
の
教
主
釈
尊
を
本
尊
と
す
べ
し
。」
と
釈
尊
を
本
尊
と
す
る
と

し
、
続
い
て
「
所
謂
宝
塔
の
内
の
釈
迦
多
宝
外
の
諸
仏
並
に
上

行
等
の
四
菩
薩
脇
士
と
な
る
べ
し
。」
と
、
一
塔
両
尊
四
士
に
つ

い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
聖
人
の
真
蹟
は
現
存
し
て
い

な
い
が
、
日
興
写
本
が
現
存
す
る
『
本
尊
問
答
抄
』
に
は
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問ﾝ テ

云ﾝ ク

、
末
代
悪
世
の
凡
夫
は
何
物
を
以
て
本
尊
と
定ﾝ ム

べ
き

や
。
答ﾝ テ

云ﾝ ク

、
法
華
経
の
題
目
を
以
て
本
尊
と
す
べ
し（
７
）。

　

と
あ
っ
て
、
末
代
の
凡
夫
は
法
華
経
の
題
目
を
本
尊
と
す
る

べ
き
で
あ
る
と
説
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
聖
人
は
様
々

に
本
尊
の
様
相
を
説
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
を

知
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
状
を
送
ら
れ
た
対
告
衆
や
、

そ
の
背
景
等
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

三
、
聖
人
在
世
中
の
釈
迦
造
像

　

各
檀
越
に
本
尊
と
し
て
様
々
な
様
相
を
教
示
し
て
い
た
聖
人

は
、
文
永
一
二
年
（
一
二
七
五
）
二
月
の
『
神
国
王
御
書
』
に

は
、「
其
外
小
庵
に
は
釈
尊
を
本
尊
と
し
一
切
経
を
安
置
し
た

り（
８
）」
と
あ
っ
て
、
佐
渡
流
罪
以
前
に
お
け
る
鎌
倉
の
草
庵
に
は

釈
尊
を
本
尊
と
し
て
安
置
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

身
延
山
に
お
け
る
草
庵
の
御
宝
前
に
つ
い
て
は
、
釈
尊
と
法
華

経
を
安
置
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
釈
尊
を
安
置
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
記
述
と
し
て
は
、『
忘
持
経
事
』
に
「
教
主
釈
尊
の
御

宝
前（
９
）」
と
あ
り
、『
光
日
房
御
書
』
に
は
「
教
主
釈
尊
と
多
宝
如

来
と
十
方ﾝ ノ

諸
仏
の
御
宝
前
）
（1
（

」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
御

宝
前
に
は
釈
尊
を
安
置
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま

た
、
法
華
経
を
安
置
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
記
述
と
し
て
は
、

「
法
華
経
の
御
宝
前
」
と
の
語
が
『
兵
衛
志
殿
女
房
御
返
事
）
（（
（

』、

『
千
日
尼
御
返
事
）
（1
（

』、『
大
豆
御
書
）
（1
（

』、『
智
妙
房
御
返
事
）
（1
（

』
等
の
諸

遺
文
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
釈
尊・

法
華
経
の
御
宝
前
と
い
う

表
現
か
ら
、
当
時
の
身
延
山
に
お
け
る
草
庵
で
は
釈
尊
一
体
仏

と
法
華
経
が
安
置
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　
『
宗
祖
御
遷
化
記
録
』
に
よ
る
と
「
御
遺
言
云
、
仏
者
（
釈
迦

立
像
）
墓
所
傍
可ｲ

立
置ｱ

云
々
）
（1
（

。」
と
あ
っ
て
、
遺
言
と
し
て
釈

迦
立
像
を
墓
所
に
立
て
置
く
べ
し
と
し
て
お
り
、
こ
の
記
述
か

ら
も
聖
人
が
釈
迦
立
像
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で

あ
り
、
こ
の
釈
迦
立
像
が
身
延
山
の
草
庵
に
安
置
さ
れ
て
い
た

釈
尊
像
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
立
像
は
『
御

遺
物
配
分
事
』
に
「
御
本
尊
一
体
（
釈
迦
立
像
）
大
国
阿
闍
梨
）
（1
（

」

と
あ
っ
て
、
結
局
墓
所
に
立
て
置
い
た
の
で
は
な
く
、
日
朗
が

引
き
取
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
随
身
仏
に
つ
い
て
『
五
人
所

破
事
』
で
は
、「
先
師
所
持
之
釈
尊ﾝ ハ

者
忝ﾝ モ

弘
長
配
流
之
昔
刻ﾝ ミﾚ

之ﾝ ヲ

、

弘
安
帰
寂
之
日ﾝ モ

随
身ﾝ セ
リ。

何
輒ﾝ ク

及ﾝ ン
ヤ

ﾚ

言ﾝ ニ

哉
云
々
）
（1
（

。」
と
あ
っ
て
、
聖

人
が
所
持
し
て
い
た
釈
尊
像
は
弘
長
配
流
の
時
、
つ
ま
り
伊
豆

流
罪
の
際
か
ら
弘
安
五
年
（
一
二
八
二
）
に
遷
化
す
る
ま
で
随

身
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、『
日
順
雑
集
』
内
の

「
法
花
観
心
本
尊
抄
見
聞
」
に
お
い
て
は
「
聖
人
海
の
定
木
を
以

て
一
体
の
仏
を
造
り
佐
渡
の
国
へ
も
御
所
持・

御
臨
終
の
時
は
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墓
側
に
置
け
と
云
云
）
（1
（

」
と
し
て
お
り
、
聖
人
が
臨
終
の
際
に
墓

側
に
置
け
と
遺
言
し
た
一
体
仏
は
海
の
定
木
を
も
っ
て
作
成
し
、

佐
渡
流
罪
の
際
に
も
所
持
し
て
い
た
と
記
録
し
て
い
る
）
（1
（

。
こ
の

随
身
仏
を
聖
人
が
所
持
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
後
の
釈
尊

の
造
像
を
認
め
る
か
否
か
の
論
争
の
発
端
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

聖
人
在
世
中
に
存
在
し
た
一
体
仏
は
聖
人
の
随
身
仏
だ
け
で

は
な
い
。
聖
人
の
檀
越
の
中
に
も
一
体
仏
を
造
立
し
た
例
が
三

例
知
ら
れ
て
い
る
。
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
七
月
一
五
日
『
四

条
金
吾
釈
迦
仏
供
養
事
』
に
は
冒
頭
に
「
御
日
記ﾝ ノ

中ﾝ ニ

釈
迦
仏
の

木
像
一
体
等
云
々
）
11
（

。」
と
あ
っ
て
、
本
書
状
は
四
条
金
吾
が
一
体

仏
を
造
立
し
、
そ
の
開
眼
供
養
を
聖
人
に
依
頼
し
た
も
の
で
あ

り
、
建
治
二
年
七
月
一
五
日
以
前
に
一
体
仏
の
造
立
が
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
わ
か
る
。

　

ま
た
、
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
二
月
二
日
の
『
日
眼
女
釈

迦
仏
供
養
事
』
に
も
「
三
界ﾝ ノ

主あ
る
じ

教
主
釈
尊
一
体
三
寸ﾝ ノ

木
像
造
立ﾝ ノ

檀
那
日
眼
女
）
1（
（

。」、「
今
教
主
釈
尊
を
造
立
し
奉
れ
ば
）
11
（

」
と
あ
っ

て
、
日
限
女
が
一
体
仏
を
造
立
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
一
体
仏
は
本
書
状
に
よ
れ
ば
日
眼
女
が
厄
年
に
際
し
て
造

立
し
た
も
の
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）
九
月
二
六
日
『
真
間
釈

迦
仏
御
供
養
逐
状
』
に
は
富
木
常
忍
に
よ
る
仏
像
造
立
が
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
本
書
状
は
、
聖
人
の
真
蹟
が
現
存
し
て
お
ら
ず

直
弟
子
写
本
も
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、
永
仁
七
年
（
一
二
九
九
）

三
月
六
日
の
『
常
修
院
本
尊
聖
教
事
』
に
は
、「
同　

真
間
釈
迦

仏
御
供
養ﾝ ノ

事
（
弘
法
寺
被ﾝ レ

納
）
11
（

）」
と
し
て
目
録
内
に
名
が
み
ら
れ

る
為
、
真
蹟
に
準
じ
た
一
定
の
史
料
と
し
て
扱
う
こ
と
が
出
来

る
。
本
書
状
に
は
、

釈
迦
仏
御
造
立
の
御
事
。

但
し
仏
の
御
開
眼
の
御
事
は
、
い
そ
ぎ
い
そ
ぎ
伊
よ
（
予
）

房
を
も
て
は
た
し
ま
い
ら
せ
さ
せ
給ﾝ ヒ

候
へ
。
法
華
経
一
部
、

御
仏
の
御
六
根
に
よ
み
入ﾝ レ

ま
い
ら
せ
て
、
生
身
の
教
主
釈

尊
に
な
し
ま
い
ら
せ
て
、
か
へ
り
て
迎ﾝ ヒ

入ﾝ レ

ま
い
ら
せ
さ
せ

給
へ
）
11
（

。

　

と
あ
っ
て
、
富
木
常
忍
が
釈
迦
仏
を
造
立
し
た
こ
と
が
記
さ

れ
、
そ
の
開
眼
供
養
は
伊
予
房
日
頂
に
行
わ
せ
る
よ
う
に
と
の

聖
人
の
指
示
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
聖
人
在
世
中
に
あ
っ
て
は
、
聖
人
自
身
に
も

随
身
仏
の
存
在
が
あ
り
、
檀
越
で
は
四
条
金
吾
、
日
眼
女
、
富

木
常
忍
に
造
仏
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
初
期
日
興
門
流
諸
師
の
釈
迦
造
像
に
関
す
る
説
示

　

聖
人
の
随
身
仏
の
存
在
は
釈
迦
造
像
を
認
め
る
か
否
か
を
考
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え
る
上
で
、
聖
人
の
直
弟
子
で
あ
っ
て
も
大
き
な
問
題
と
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
体
仏
で
は
そ
の
釈
尊
は
始
成
正
覚
の
仏

に
な
っ
て
し
ま
い
、
聖
人
の
信
仰
さ
れ
た
久
成
の
釈
尊
で
は
な

く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
聖
人
が
草
庵
に
安
置
し
た
釈
尊
は
た
と

え
一
体
仏
で
あ
っ
て
も
始
成
正
覚
の
仏
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
存
在
の
会
通
に
よ
っ
て
釈
迦
造
像
は
様
々
に
解
釈
さ
れ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
初
期
日
興
門
流
諸
師
は
釈
迦
造
像
に

関
し
て
ど
の
よ
う
な
思
想
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
日

興
を
は
じ
め
各
師
の
見
解
を
確
認
し
た
い
。

　

ま
ず
、
門
祖
で
あ
る
日
興
に
つ
い
て
は
身
延
離
山
の
経
緯
等

が
記
し
て
あ
る
『
原
殿
御
返
事
』
に
そ
の
思
想
を
み
る
こ
と
が

で
き
る
。『
原
殿
御
返
事
』
に
は
、
身
延
離
山
に
至
っ
た
経
緯
と

し
て
波
木
井
実
長
の
謗
法
が
記
さ
れ
、
そ
の
一
つ
に
釈
尊
一
体

仏
の
造
像
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

日
興
か
申
様
は
、
責
て
故
聖
人
安
置
の
仏
に
て
候
は
ゝ
さ

も
候
な
ん
。
そ
れ
も
其
仏
は
上
行
等
の
脇
士
も
無
く
始
成

の
仏
に
て
候
き
。
其
上
其ﾝ レ

は
大
国
阿
闍
梨
の
奉ﾚ

取
候
ぬ
。

な
に
の
ほ
し
さ
に
第
二
転
の
始
成
無
常
の
仏
の
ほ
し
く
渡

ら
せ
給
へ
候
へ
き
）
11
（

。

　

と
あ
っ
て
、
日
朗
が
持
ち
去
っ
た
聖
人
の
随
身
仏
の
代
わ
り

に
、
改
め
て
一
体
仏
を
造
立
し
よ
う
と
し
た
波
木
井
実
長
に
対

し
て
、
上
行
菩
薩
等
の
四
菩
薩
を
脇
士
と
し
な
い
釈
尊
は
始
成

の
仏
と
な
っ
て
し
ま
い
、「
日
蓮
聖
人
御
出
世
の
本
懐
南
無
妙
法

蓮
華
経
の
教
主
釈
尊
久
遠
実
成
の
如
来
）
11
（

」
と
あ
る
よ
う
に
聖
人

が
信
仰
さ
れ
た
久
遠
実
成
の
釈
尊
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
た

め
に
一
体
仏
の
造
像
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

造
像
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
否
定
は
し
て
お
ら
ず
、
続
け
て

御
子
孫
の
御
中
に
作
ら
せ
給
仁
出
来
し
給
ま
て
は
、
聖
人

の
文
字
に
あ
そ
は
し
て
候
を
御
安
置
候
へ
し
）
11
（

。

　

と
、
後
に
子
孫
の
中
に
四
菩
薩
を
併
せ
て
造
立
す
る
者
が
出

る
ま
で
は
、
曼
荼
羅
本
尊
を
安
置
す
べ
き
で
あ
る
と
示
し
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
釈
尊
を
造
像
す
る
場
合
は
、
四
菩
薩
を
副

え
る
こ
と
が
条
件
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
条
件
は
『
富
士
一
跡
門
徒
存
知
事
』
に
も
見
る
こ
と

が
出
来
る
。『
富
士
一
跡
門
徒
存
知
事
』
に
は
、

一
、
伊
予
阿
闍
梨ﾝ ノ

下
総ﾝ ノ

国
真
間
堂
一
体
仏
也
。
而ﾝ ニ

去ﾝ ル

年
月

盗ｲ

取ﾝ テ

日
興ﾝ カ

義ﾝ ヲｱ

造ﾝ リｲ

副ﾝ フ

四
脇
士ﾝ ヲｱ

。
彼ﾝ ノ

菩
薩ﾝ ノ

像ﾝ ハ

宝
冠
形
也
。

一
、
民
部
阿
闍
梨ﾝ モ

同ﾝ ク

造ﾝ リｲ

副ﾝ フ

四
脇
士ﾝ ヲｱ

。
彼
菩
薩ﾝ ノ

像ﾝ ハ

比
丘
形ﾝ ニ
シ
テ

著ﾝ スｲ

納
衣ﾝ ヲｱ

。
又
近
年
以
来
詣ﾝ ス
ル

ｲ

諸
神ﾝ ニｱ

事ﾝ ヲ

留ﾝ ム
ル之
由
聞ﾝ ス

也
。

一
、
甲
斐
国ﾝ ニ

有ﾝ リｲ

肥
前
房
日
伝ﾝ ト

云
者ｱ

（
寂
日
房
後
背
弟
子

也
）
盗ﾝ ミｲ

取ﾝ リ

日
興ﾝ カ

義ﾝ ヲｱ

於ﾝ テｲ

甲
斐
国ﾝ ニｱ

盛ﾝ ニ

弘ｲ

通ﾝ ス

此
義ﾝ ヲｱ

云
云
。

是
又
造ﾝ リｲ
副ﾝ フ

四
脇
士ﾝ ヲｱ

。
彼
菩
薩ﾝ ノ

像ﾝ ハ

身
皆
金
色
剃
髪
比
丘
形
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也
。
又
神
詣ﾝ ヲ

留ﾝ ム
ル之
由
聞ﾝ クﾚ

之ﾝ ヲ

）
11
（

。

　

と
あ
っ
て
、
四
脇
士
を
造
り
副
え
る
こ
と
を
「
日
興ﾝ カ

義
」
と

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
義
を
日
頂・

日
向・

日
伝
が
奪
い

取
っ
た
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
方
で
『
富
士
一
跡

門
徒
存
知
事
』
に
は
、
曼
荼
羅
本
尊
を
正
意
と
す
る
記
述
も
存

在
す
る
。

日
興
云
、
於ﾝ テ
ハ

ｲ
聖
人
御
立ﾝ ノ

法
門ﾝ ニｱ

者
、
全
以ﾝ テｲ

絵
像
木
像ﾝ ノ

仏
菩

薩ﾝ ヲｱ

不ﾚ

為ｲ

本
尊ﾝ トｱ
。
唯
任ﾝ セ
テ

ｲ

御
書ﾝ ノ

意ﾝ ニｱ

以ﾝ テｲ

妙
法
蓮
華
経ﾝ ノ

五

字ﾝ ヲｱ

可ﾚ

為ｲ

本
尊ﾝ トｱ

、
即ﾝ チ

自
筆ﾝ ノ

本
尊
是
也
）
11
（

。

　

と
あ
っ
て
、
造
像
に
よ
る
本
尊
を
否
定
し
、
自
筆
の
本
尊
つ

ま
り
曼
荼
羅
本
尊
を
正
意
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
様
に
曼
荼
羅
本
尊
を
正
意
と
し
つ
つ

四
菩
薩
を
造
り
副
え
た
一
体
仏
を
許
容
す
る
旨
が
『
五
人
所
破

事
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。『
五
人
所
破
事
』
は
日
興
下
命
に
よ

り
、
三
位
阿
闍
梨
日
順
が
草
案
著
述
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
池
田
令
道
氏
は
『
五
人
所
破

事
』
の
諸
本
を
考
察
し
日
順
草
案
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
し

て
い
る
）
11
（

。
今
は
こ
の
説
に
よ
っ
て
、『
五
人
所
破
事
』
を
日
順
が

作
成
し
、
日
興
の
意
図
を
伝
え
た
史
料
と
し
て
扱
う
こ
と
と
す

る
。
そ
の
『
五
人
所
破
事
』
に
は

日
興
云
、
諸
仏
之
荘
厳
雖ﾝ モﾚ

同ﾝ シ
ト依ﾝ テｲ

印
契ﾝ ニｱ

而
弁ﾝ スﾚ

異ﾝ ヲ

。
如
来

之
本
迹ﾝ ハ

難ﾝ キ
モ

ﾚ

測ﾝ リ

以ﾝ テｲ

眷
属ﾝ ヲｱ

而
知ﾝ ルﾚ

之ﾝ ヲ

。
所
以ﾝ ニ

小
乗
三
蔵ﾝ ノ

之
教

主
者ﾝ ハ

迦
葉
阿
難ﾝ ヲ

為ﾝ シｲ

脇
士ﾝ トｱ

、
伽
耶
始
成
之
迹
仏ﾝ ハ

者
普
賢・

文
殊
在ﾝ リｲ

左
右ﾝ ニｱ

。
此
外ﾝ ニ

一
体
之
形
像
豈ﾝ ニ

非ﾝ ス
ヤ

ｲ

頭
陀
之
応
身ﾝ ニｱ

哉
。
凡ﾝ ソ

円
頓
学
者ﾝ ハ

広ﾝ ク

存ﾝ シ
テ

ｲ

大
綱ﾝ ヲｱ

不ﾚ

事ﾝ ト
セ

ｲ

綱
目ﾝ ヲｱ

。
倩ﾝ ラ

尋ﾝ レ
ハ

ｲ

聖

人
出
世
之
本
懐ﾝ ヲｱ

者
、
源ﾝ ト

改ﾝ メｲ

権
実
已
過
之
化
導ﾝ ヲｱ

、
為ﾝ ナ
リ

ﾚ

弘ﾝ ン
カ

ｲ

上
行
所
伝
之
乗
戒ﾝ ヲｱ

。
所ﾝ ノﾚ

図ﾝ ス
ル本

尊ﾝ ハ

者
亦
正
像
二
千
之
間
一

閻
浮
提
之
内
未
曾
有ﾝ ノ

大
曼
荼
羅
也
。
当ﾝ テ
ハ

ｲ

于
今
時ﾝ ニｱ

者
迹
化ﾝ ノ

教
主
既ﾝ ニ

無ﾝ シﾚ

益
。
況ﾝ ン
ヤ哆

々
婆
和ﾝ ノ

拙
仏ﾝ ヲ
ヤ哉

。
次ﾝ ニ

随
身
所
持
之

俗
難ﾝ ハ

者
只
是ﾝ レ

継
子
一
旦
之
寵
愛
、
侍ﾝ ツﾚ

月
片
時
之
蛍
光
歟
。

執
者ﾝ ハ

尚
強ﾝ テ

欲ﾝ セ
ハ

ﾚ

致ﾝ ン
ト

ｲ

帰
依ﾝ ヲｱ

須ﾝ クﾚ

加ﾝ フｲ

四
菩
薩ﾝ ヲｱ

、
敢ﾝ テ

勿ﾝ レﾚ

用ﾝ フ
ル
コ
ト

ｲ

一
仏ﾝ ヲｱ

云
々
）
1（
（

。

　

と
、
記
録
さ
れ
て
お
り
、
日
興
の
言
葉
と
し
て
一
体
仏
を
否

定
し
曼
荼
羅
本
尊
を
正
意
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
執
着
の
強
い

者
に
関
し
て
は
四
菩
薩
を
加
え
、
一
体
仏
を
用
い
て
は
な
ら
な

い
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
興
に
は
曼
荼
羅
本
尊
を
正
意
と
す
る
こ
と

を
述
べ
な
が
ら
も
、
釈
尊
の
造
像
に
関
し
て
は
、
四
菩
薩
を
造

り
副
え
る
な
ら
ば
許
容
す
る
と
い
う
二
面
性
を
み
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
山
上
弘
道
氏
は
日
興
が

一
尊
四
士
を
認
め
て
い
る
の
は
、
一
体
仏
に
対
し
て
暫
定
的
な

処
置
と
し
て
四
菩
薩
を
造
立
す
る
こ
と
で
あ
り
、
一
尊
四
士
を
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積
極
的
に
奨
励
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
宗
祖
滅
後
に
お
け

る
本
門
思
想
を
堅
持
す
る
た
め
の
提
案
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
）
11
（

。

山
上
氏
の
説
の
通
り
宗
祖
在
世
当
時
に
お
い
て
は
何
の
問
題
も

な
か
っ
た
一
体
仏
の
存
在
が
、
宗
祖
滅
後
に
あ
っ
て
は
本
門
思

想
を
損
ね
る
危
険
性
を
持
つ
こ
と
は
大
い
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
実
際
に
日
興
に
は
釈
迦
及
び
四
菩
薩
を
造
像
し
た

事
実
が
な
い
こ
と
か
ら
も
こ
の
説
は
支
持
で
き
る
と
考
え
る
。

　

日
興
に
は
釈
迦
造
像
の
事
実
は
な
い
一
方
で
、
初
期
日
興
門

流
に
お
け
る
釈
迦
造
像
を
確
認
す
る
と
そ
の
事
例
は
先
述
の
通

り
、
日
興
の
弟
子
で
あ
る
日
尊
と
そ
の
門
下
に
お
い
て
み
る
こ

と
が
出
来
る
。
ま
ず
日
尊
の
造
像
に
つ
い
て
は
そ
の
弟
子
日
尹

が
日
代
に
あ
て
た
書
状
の
内
容
か
ら
伺
う
こ
と
が
出
来
る
。
す

な
わ
ち
康
永
三
年
（
一
三
四
四
）
七
月
一
七
日
の
『
遣
日
代
上

人
状
』
に
は

当
院
仏
像
造
立
之
事
、
故
上
人ﾝ ノ

御
時
誡
候
之
由
、
師
匠
ニ

テ
候
人
被ﾝ レﾚ

仰ﾝ セ

候
畢ﾝ ヌ

、
今
ハ
被ﾝ レｲ

造
立ﾝ セｱ

候
之
間
不
審
千
萬ﾝ ニ

候
、
此ﾝ ノ

仏
像
之
事
ハ
去ﾝ ル

暦
応
四
年
ニ
自ﾝ リｲ

有ﾝ ル

仁
ノ
方ｱ

安
置

候
ヘ
ト
テ
令ﾝ シ
メ

ｲ

寄
進ｱ

申
候
畢
、
教
主
ハ
立
像
脇
士
ハ
十
大

弟
子
ニ
テ
御
座
候
、
仍ﾝ テ

大
聖
人ﾝ ノ

御
立
義
ニ
相
違
候
間
、
疑

不ﾚ

少ﾝ カ
ラ候
）
11
（

　

と
あ
っ
て
、
日
尹
は
日
尊
が
上
行
院
に
仏
像
が
造
立
さ
れ
た

こ
と
を
不
審
に
感
じ
て
、
日
代
に
そ
の
旨
を
尋
ね
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
仏
像
は
暦
応
四
年
（
一
三
四
一
）
に
上
行

院
に
安
置
す
る
た
め
に
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
教
主

は
立
像
釈
尊
で
脇
士
は
十
大
弟
子
で
あ
っ
た
と
し
、
聖
人
の
立

義
に
違
背
す
る
も
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
こ
の
日
尹
の
疑
問
に
対
す
る
返
状
と
さ
れ
、
同
年

八
月
一
三
日
の
日
代
『
宰
相
阿
闍
梨
御
房
御
返
事
』
に
は

仏
像
造
立ﾝ ノ

事
、
本
門
寺
建
立ﾝ ノ

時
也
、
未ﾝ タ

無ﾝ シｲ

勅
裁ｱ

、
国
主

御
帰
依
之
時
、
三
ヶ
大
事
一
度ﾝ ニ

可ﾝ キｸ

令ﾝ メｲ

成
就ｱ

給ﾝ フｶ

之
由
御

本
意
也
、
御
本
尊
図ﾝ ハ

為ﾝ メﾚ

其ﾝ カ

也
）
11
（

　

と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
仏
像
の
造
立
は
法
華
経

の
広
宣
流
布
に
よ
っ
て
本
門
寺
が
建
立
さ
れ
た
時
に
行
う
も
の

で
あ
っ
て
、
未
だ
国
主
の
帰
依
を
得
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い

現
状
で
は
行
う
べ
き
で
は
な
く
、
広
宣
流
布
が
達
成
さ
れ
た
時
、

曼
荼
羅
本
尊
を
元
に
、
仏
像
を
造
立
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
日
代
は
造
仏
を
時
期
の
問
題
と
し
て
否
定
し
て
お
り
、
実

際
に
日
代
に
よ
る
造
仏
の
事
例
は
確
認
出
来
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
日
尹
は
日
尊
の
釈
迦
造
像
に
対
し
て
疑
念
を
懐
い
た

よ
う
だ
が
、
同
じ
く
日
尊
の
弟
子
で
あ
る
日
大
に
は
釈
迦
造
像

の
事
例
が
あ
っ
た
。
日
大
の
『
日
大
直
兼
台
当
問
答
記
』
に
よ

れ
ば
「
去
去
年
本
門
釈
迦
造
立
云
々
、
印
契
ハ
教
主
脇
士
等
合
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掌
ヲ
皆
造
立
ス
云
々
）
11
（

」
と
あ
っ
て
、
貞
治
元
年
（
一
三
六
二
）

頃
に
本
門
の
釈
迦
を
造
立
し
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
後
世
の
記
録
と
な
る
が
広
蔵
院
日
辰
の
『
祖
師
伝
』

に
は

日
大
は
立
像
は
是ﾝ レ

日
尊
の
本
意
に
非
ず
と
、
日
印
は
東
国

に
在ﾝ リ

て
上
洛
の
次
で
を
以ﾝ ツ

て
之ﾝ レ

を
日
代
に
告
げ
玉
ふ
な
り
、

日
代
未
だ
日
尊
の
本
意
を
知
り
玉
は
ず
蓮
祖
の
遺
言
の
故

事
を
挙
げ
て
日
尊
一
旦
の
義
を
破
し
玉
ふ
な
り
、
日
尊
後

日
に
十
大
弟
子
を
除
き
て
二
尊
四
大
菩
薩
を
造
立
す
る
な

り
）
11
（

。

　

と
あ
っ
て
、
立
像
釈
尊
を
安
置
し
た
こ
と
は
日
尊
の
本
意
で

は
な
く
、
日
尹
が
書
状
に
て
日
代
に
こ
の
件
に
つ
い
て
尋
ね
、

日
代
は
日
尊
の
本
意
を
知
ら
な
か
っ
た
が
故
に
一
旦
の
義
を
破

し
た
と
し
、
日
尊
も
後
日
に
は
十
大
弟
子
を
除
い
て
四
菩
薩
を

脇
士
と
す
る
二
尊
四
士
を
安
置
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
本
化
の
四
菩
薩
を
脇
士
と
す
る
久
成
の
釈
尊
を
立
て

て
い
る
こ
と
は
決
し
て
立
義
に
背
く
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
）
11
（

。『
祖
師
伝
』
が
記
録
す
る
通
り
で
あ
れ
ば
、
日
尊

は
寄
進
さ
れ
た
釈
迦
立
像
を
一
旦
は
十
大
弟
子
と
と
も
に
安
置

し
た
が
、
後
に
二
尊
四
士
に
置
き
換
え
た
こ
と
と
な
る
。
日
尊

の
こ
の
行
い
は
日
興
が
示
し
た
説
示
の
通
り
、
釈
迦
立
像
に
四

菩
薩
を
造
り
副
え
た
こ
と
で
あ
り
、
一
度
は
十
大
弟
子
を
脇
士

と
し
た
こ
と
も
寄
進
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
無
下
に
は

出
来
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
尊
師
実
録
』
に

は

一
久
成
釈
迦
造
立
有
無ﾝ ノ

事　

日
興
上
人ﾝ ノ

仰
云
、
末
法
ハ
濁

乱
也
、
三
類ﾝ ノ

強
敵
有ﾝ リﾚ

之
、
爾ﾝ レ
ハ者

木
造
等
ノ
色
相
荘
厳
ノ

仏
ハ
崇
敬
有ﾝ リﾚ

憚
、
香
華
燈
明
ノ
供
養
モ
不ﾚ

可ﾚ

叶ﾝ フ

、
広
宣

流
布
ノ
時
分
マ
デ
大
曼
荼
羅
ヲ
可ﾝ シﾚ

奉ﾝ ルｲ

安
置ﾝ シｱ

云
々
）
11
（

　

と
あ
り
、
日
興
の
仰
せ
と
し
て
、
木
像
等
の
色
相
荘
厳
の
仏

を
崇
敬
す
る
こ
と
に
は
差
し
障
り
が
あ
る
と
し
て
、
広
宣
流
布

の
時
ま
で
は
曼
荼
羅
本
尊
を
安
置
す
べ
き
と
述
べ
、
曼
荼
羅
本

尊
正
意
を
説
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

予ﾝ カ

門
弟
相
構ﾝ テ

、
上
行
等
ノ
四
菩
薩
副ﾝ ヒ

給
ヘ
ル
、
久
成
ノ
釈

迦
略
本
尊
、
随ﾝ テｲ

資
縁ﾝ ノ

出
来
、
檀
越ﾝ ノ

堪
否ﾝ ニｱ

奉ﾝ リ
テ

ﾚ

造ｲ

立ﾝ シ

之ﾝ ヲｱ

、

広
宣
流
布
ノ
裁
断
ヲ
可ﾝ キﾚ

奉ﾝ ルｲ

相
待ﾝ チｱ

也
）
11
（

　

と
、
条
件
次
第
で
は
四
菩
薩
を
造
り
副
え
た
釈
迦
を
久
成
の

略
本
尊
と
し
て
認
め
て
い
る
。
こ
の
二
面
性
も
日
興
の
教
示
か

ら
き
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
興
が
聖
人
の
本
門
思
想

を
守
る
た
め
に
一
尊
四
士
を
認
め
た
よ
う
に
、
日
尊
も
曼
荼
羅
本

尊
を
正
意
と
し
つ
つ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
四
菩
薩
を
造
り
副
え
る

こ
と
を
条
件
と
し
て
、
釈
迦
造
像
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
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五
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
初
期
日
興
門
流
に
お
け
る
釈
迦
造
像
に
つ
い
て
確
認

し
た
。
日
興
に
は
曼
荼
羅
本
尊
を
正
意
と
す
る
面
と
、
一
尊
四

士
を
認
め
る
面
と
い
う
二
面
性
が
存
在
し
た
。
曼
荼
羅
本
尊
は
、

法
華
経
本
門
の
世
界
を
書
き
顕
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
尊
四
士

も
本
門
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
面
と
も
本
門
思
想

に
依
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
興
が
こ
の
よ
う
に
、
曼
荼
羅
本

尊
を
正
意
と
し
な
が
ら
も
、
一
尊
四
士
を
認
め
た
の
は
、
偏
に

聖
人
の
教
学・

思
想
を
正
し
く
伝
え
継
承
し
て
い
く
た
め
で
あ

り
、
そ
の
た
め
の
処
置
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
興
の

弟
子
で
あ
る
日
尊
も
ま
た
曼
荼
羅
本
尊
を
正
意
と
し
な
が
ら
も
、

条
件
に
よ
っ
て
は
一
尊
四
士
を
認
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
師
で

あ
る
日
興
の
教
示
を
継
承
し
て
い
る
た
め
で
も
あ
り
、
そ
れ
は

聖
人
の
教
学
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
初
期
日

興
門
流
の
教
学
の
一
端
に
は
聖
人
の
本
門
思
想
を
門
下
が
積
極

的
に
継
承
し
よ
う
と
し
た
姿
勢
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
だ
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

註（
１
） 

日
満
『
日
代
上
人
重
須
離
山
事
』
に
は
「
正
慶
二
癸
酉
十
月

石
川
式
部
三
位
実
忠
疫
病
煩ﾝ シ

時
、
於ﾝ テｲ

彼ﾝ ノ

枕
辺ﾝ ニｱ

日
妙
隠
密ﾝ ニ
シ
テ
、

而
誦ﾝ スｳ

陀
羅
尼ﾝ ト

与ﾝ ヲｲ

普
賢
呪ｱ

、
于
時
於ﾝ テｲ

彼
病
者ﾝ ニｱ

有ﾝ リｲ

下
女ｱ

、
名ﾝ ヲ

号ﾝ ルｲ

竹
松
女ﾝ トｱ

也
、
是ﾝ レ

由
比
氏
外
戚
之
裔
也
、
即
時
此ﾝ ノ

由ﾝ ヲ

奉ﾝ ルﾚ

訴ｲ

日
代
上
人ﾝ ニｱ

、
故ﾝ ニ

代
師
云
、
日
興
上
人ﾝ ノ

背ﾝ キｲ

御
修
行ﾝ ニｱ

、
日
妙
本
迹

一
致
之
修
行
、
令ﾝ ルｲ

得
意
迷
乱ﾝ セｱ

之
間
、
被ﾝ レﾚ

仰ﾝ セｲ

大
謗
法ﾝ トｱ

、
於ﾝ テｲ

日
妙ﾝ ニｱ

不ﾚ

令ﾝ メﾚ

為ﾝ サｲ

連
経ｱ

」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
石
川
実

忠
が
病
気
を
患
っ
た
時
、
日
妙
が
陀
羅
尼
と
普
賢
呪
を
読
誦
し

た
と
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
下
女
で
あ
っ
た
竹
松
女
は
日
代

に
報
告
し
、
報
告
を
受
け
た
日
代
は
日
妙
の
行
っ
た
こ
と
を
日

興
の
修
行
に
背
き
、
本
迹
一
致
の
迷
乱
で
大
謗
法
で
あ
る
と
し

て
、
日
妙
に
連
経
さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
（『
日
蓮

宗
宗
学
全
書
』〈
以
下
『
宗
全
』
と
略
記
〉
二
巻
三
九
六
頁
）。

（
２
） 

こ
の
問
答
に
つ
い
て
は
、
直
接
問
答
を
見
聞
し
た
と
さ
れ
る

記
録
と
し
て
、
日
満
の
『
方
便
品
読
不
之
問
答
記
録
』（『
宗
全
』

二
巻
三
九
四
頁
）
と
日
睿
の
『
日
仙
日
代
問
答
』（『
宗
全
』
二

巻
四
四
五
頁
）
が
存
在
す
る
。

（
３
） 

日
尹
『
遣
日
代
上
人
状
』（『
宗
全
』
二
巻
四
〇
九
頁
）、
日
代

『
宰
相
阿
闍
梨
御
房
御
返
事
』（『
宗
全
』
二
巻
二
三
四
頁
）

（
４
） 『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典　

教
学
篇
』
一
一
四
七
頁

（
５
） 

日
蓮
聖
人
真
蹟
集
成
法
蔵
館
編
集
部
編
『
日
蓮
聖
人
真
蹟
集

成
』
第
一
〇
巻
『
本
尊
集　

解
説
』（
一
九
七
七
年
、
法
蔵
館
）

一
一
頁

（
６
） 『
昭
和
定
本
』
一
一
九
二
頁
（
曽
）

（
７
） 『
昭
和
定
本
』
一
五
七
三
頁
（
興
写
）
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（
８
） 『
昭
和
定
本
』
八
九
二
頁
（
断
）

（
９
） 『
昭
和
定
本
』
一
一
五
一
頁
（
完
）

（
10
） 『
昭
和
定
本
』
一
一
五
四
頁
（
断
）

（
11
） 『
昭
和
定
本
』
一
七
一
一
頁
（
完
）

（
12
） 『
昭
和
定
本
』
一
七
五
九
頁
（
完
）

（
13
） 『
昭
和
定
本
』
一
八
〇
九
頁
（
曽
）

（
14
） 『
昭
和
定
本
』
一
八
二
六
頁
（
完
）

（
15
） 『
日
興
上
人
全
集
』（
以
下
『
興
全
』
と
略
記
）
一
一
五
頁

（
16
） 『
興
全
』
一
一
九
頁

（
17
） 『
興
全
』
二
九
四
頁

（
18
） 『
富
士
宗
学
要
集
』（
以
下
『
富
要
』
と
略
記
）
二
巻
九
二
頁

（
19
） 

池
田
氏
は
『
五
人
所
破
事
』
と
『
日
順
雑
集
』
に
聖
人
自
ら

が
立
像
を
彫
刻
し
た
と
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
注

目
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。（
池
田
令
道
稿
「『
五
人

所
破
抄
』
諸
本
の
書
誌
的
考
察
」〈『
興
風
』
一
六
号
、
二
〇
〇

四
年
〉）

（
20
） 『
昭
和
定
本
』
一
一
八
二
頁
（
曽
）

（
21
） 『
昭
和
定
本
』
一
六
二
三
頁
（
曽
）

（
22
） 『
昭
和
定
本
』
一
六
二
四
頁
（
曽
）

（
23
） 『
宗
全
』
一
巻
一
八
六
頁

（
24
） 『
昭
和
定
本
』
四
五
七
頁
（
他
）

（
25
） 『
興
全
』
三
五
四
頁

（
26
） 『
興
全
』
三
五
四
頁

（
27
） 『
興
全
』
三
五
四
頁

（
28
） 『
興
全
』
三
一
三
頁

（
29
） 『
興
全
』
三
〇
八
頁

（
30
） 

池
田
令
道
稿
「『
五
人
所
破
抄
』
諸
本
の
書
誌
的
考
察
」（『
興

風
』
一
六
号
、
二
〇
〇
四
年
）

（
31
） 『
興
全
』
二
九
五
頁

（
32
） 

山
上
弘
道
稿
「『
富
士
一
跡
門
徒
存
知
事
』
に
つ
い
て
」（『
興

風
』
一
九
号
、
二
〇
〇
七
年
）

（
33
） 『
宗
全
』
二
巻
四
〇
八
頁

（
34
） 『
宗
全
』
二
巻
二
三
四
頁

（
35
） 『
宗
全
』
二
巻
四
三
一
頁

（
36
） 『
富
要
』
五
巻
四
九
頁

（
37
） 『
富
要
』
五
巻
五
一
頁

（
38
） 『
宗
全
』
二
巻
四
一
九
頁

（
39
） 『
宗
全
』
二
巻
四
二
〇
頁

　

日
蓮
聖
人
遺
文
の
引
用
は
、
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
助
編
『
昭

和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
改
訂
増
補
第
三
刷
（
総
本
山
身
延
山
久
遠

寺
、
二
〇
〇
〇
年
）（『
昭
和
定
本
』
と
略
記
）
に
よ
っ
た
。
引
用
し

た
遺
文
の
出
典
頁
数
の
下
に
遺
文
の
現
存
状
態
に
あ
わ
せ
て
記
号
を

付
し
た
。
記
号
の
意
味
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
完
） 　

…
真
蹟
現
存

（
曽
） 　

…
真
蹟
曽
存

（
断
） 　

…
真
蹟
断
片
現
存・

真
蹟
断
簡
現
存

（
他
） 　

…
真
蹟
及
び
直
弟
子
写
本
現
存
な
し
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（
興
写
）
…
日
興
写
本


